
日 薬 業 発 第 7 8 号 

平 成 30 年 6 月 1 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長  森  昌平 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたので

お知らせいたします。 

本連絡は、新医薬品等の薬価基準収載および「療担規則及び薬担規則並びに療担

基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」の一部改正（平成30年厚生労働省

告示第235号）に関するものです。 

下記の医薬品には薬価基準の一部改正に伴う留意事項が示されています。 

今回の一部改正は平成30年 5月 30日より適用となりますので、貴会会員にご周

知下さるようお願い申し上げます。 

 

記 

 
○メマリードライシロップ 2％ 

○エタネルセプト BS 皮下注用 10mg「MA」、同皮下注用 25mg「MA」、同皮下注

25mg シリンジ 0.5mL「MA」、同皮下注 50mg シリンジ 1.0mL「MA」及び同皮

下注 50mg ペン 1.0mL「MA」 

○ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL 及び同 80mg ペン 0.8mL 

○ミルセラ注シリンジ 12.5µg 

○トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」、同 150mg「NK」、同 60mg「CTH」

及び同 150mg「CTH」 

○ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ 0.25mL 及び同 0.5mL 

○アディノベイト静注用キット 250、同 500、同 1000 及び同 2000 

○オルプロリクス静注用 4000 

○献血ヴェノグロブリン IH10％静注 10g/100mL、同 20g/200mL 

 
以上 






























